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渡良瀬川河川事務所は、利根川合流点上流１３．５ｋｍから上流の渡良瀬川本川並びに秋山
川、旗川、矢場川、多々良川、桐生川の支川の河川改修や河川維持修繕等を実施しています。
渡良瀬川とその支川の治水安全の向上はもとより、河川空間の利用や環境整備、生態系保全
等に配慮した事業を進めています。
また、渡良瀬川上流域の足尾地区や赤城山系においては、砂防施設の整備により土砂災害防
止に努めるとともに、緑豊かな山容の復元を図る等、周辺環境や生態系と調和のとれた事業を
進めています。

２．事業費（百万円）

３．主な事業

（１）河川改修事業
・流下能力が不足している秋山川において、築堤を継続して実施します。
・堤防の幅等が不足している箇所のある渡良瀬川上流部において堤防強化対策を実施します。
・平成27年9月の関東・東北豪雨において、洪水流による河岸浸食が発生したため、災害復旧
による対策を実施します。

（２）河川維持修繕事業及び河川工作物関連応急対策事業
・堤防等管理施設の異常を発見するための河川巡視、堤防の除草、河川管理施設の点検及び補
修等を行います。
・排水機場・水門において、ゲート施設等の改良を実施します。
（３）環境整備事業
・河川空間利用推進のための管理用通路、高水敷整正を実施します。

（４）砂防事業
・荒廃地からの土砂流出対策として間伐材による土留工等を実施します。
・老朽化した砂防堰堤の長寿命化を図るため施設改良を実施します。
・渡良瀬川本川の土砂流出対策のため床固群の護岸工を実施します。
・土石流危険渓流対策として施設整備を推進します。

（担当：工務課）












